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四国地方小委員会及び
新規事業採択時評価について

国土交通省 四国地方整備局



四国地方小委員会について

１．目的

直轄事業の事業評価など地方における道路事業の効率的な実施に関し、

意見を聴取すること等を目的として設置

２．主な議題等

①新規事業採択時評価

②計画段階評価

③地域の道路事業の効率的な実施について意見聴取
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四国地方小委員会について
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新規事業採択時評価について
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○ステップ毎に住民・関係者等へ情報提供や意見聴取。
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